
 

 

 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業主体が異な

る場合はそれぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件  

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

１ 熊本県環境保全

型農業直接支払事

業 

１ 環境保全型農業直接支払交付金 

  農業者団体等が化学肥料や化学合成農薬を

５割以上低減する取組に加え、地球温暖化防

止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に

取り組むために必要な経費 

4 月 1 日か

ら3月31日

まで 

【補助事業者】 

市町村 

【事業主体】 

農業者団体等 

 

100 分の 75 以

内 

１ 事業の中止又は廃止 

２ 事業費の増 

３ 事業費の 30%を超え

る減 

有 

（第9条第 2

項第 3 号該

当） 

 

 

否 〔遂行状況報

告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了時 

〔遂行状況報

告〕 

1 月 15 日 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 
事業完了の日
から 1 か月を

経過した日又
は 3月 31日の
いずれか早い

日 
２ 日本型直接支払推進交付金（環境保全型農

業直接支払交付金に係る推進事業） 

  活動組織への取組支援及び適切な履行確認

の実施に必要な経費 

（１）法第６条第１項の規定に基づく促進計

画の策定 

（２）指導・推進 

（３）実施状況の確認 

（４）その他環境保全型農業直接支払交付金

の実施に必要な事項 

4 月 1 日か

ら3月31日

まで 

市町村 定額 事業費の 30％を超える

増減 

有 

（第9条第 2

項第 3 号該

当） 

 

要 

（ただし、知事が別に定

める概算払請求書をもっ

て代えることができるも

のとする。） 



 

 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業主体が異な

る場合はそれぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件  

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

２ 地下水と土を育

む農業育成事業 

「地下水と土を育む農業推進条例」に基づく

農業者等の取組支援に要する経費 

 

4 月 1 日か

ら3月31日

まで 

ただし、 

２(２)は、

交付決定の

日又は交付

決定前着手

承認の日か

ら3月31日

まで 

 

 

  事業費の 30%を超える増

減（ただし、「１ 適正施

肥推進」に係る増減及び

入札による減を除く） 

 

有 

（第9条第 2

項第 3 号該

当） 

ただし、２

(２)は無 

要 〔実績報告〕 

事業完了時 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

１ 適正施肥推進 

農業者が負担する作付前土壌診断に要する

経費 

市町村、農業協同組合、土壌診断

を行う民間事業者等 

2 分の 1 以内 

（上限 1千円/

診断 1 件。た

だし CEC 及び

腐植を測定す

る場合は上限

1,500 円/診断

1 件） 

２ くまもとグリーン農業生産拡大支援 

(１)推進事業 

①技術導入検討会の開催、有機 JAS 認証取

得、消費者との交流会、国際水準ＧＡＰ

認証の更新（団体のみ）等に要する経費 

②グリーン農業表示マーク及び地下水と土

を育む農畜産物等認証マーク作成に伴う

掛増経費、表示マークを貼付した農産物

の販売促進及びマーケティングに要する

経費 

③マークを活用した農産物の店舗等におけ

る PRに関する資材等作成に要する経費 

 

(２)技術導入支援 

堆肥散布機、局所施肥機、防蛾灯等の減

化学肥料・農薬に資する資材、機械の導入

費 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市町村、農業協同組合連合会、農

業協同組合、農業者等の組織す

る団体、地域の農産物のブラン

ド化を推進する団体、ＮＰＯ法

人、物産館、直売所 等 

 

２の(１)①、

② 

2 分の 1 以内 

 

２の（１）③ 

定額（上限 50

万円） 

 

２の(２) 

3 分の 1 以内 

又は 2 分の 1

以内 

 



課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業主体が異な

る場合はそれぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

３ 国際水準ＧＡＰ

認証取得支援事業 

「国際水準ＧＡＰ」認証取得（新規・更新）

に取組む農業の専門学科を有する教育機関及び

「国際水準ＧＡＰ」認証取得（新規）に取組む

農業者等への取組支援に要する経費 

対象ＧＡＰ：①ＧＬＯＢＡＬＧ．Ａ．Ｐ．、②Ａ

ＳＩＡＧＡＰ、③ＪＧＡＰ 

※ＡＳＩＡＧＡＰは、農業教育機関の維持審

査のみ対象 

 

１ 認証審査支援 

  上記ＧＡＰの認証審査費用及び審査員旅費 

２ 研修・指導受講支援 

  上記ＧＡＰ認証取得に必要な研修・指導受

講費及び講師旅費 

３ 環境整備支援 

  上記ＧＡＰ認証取得に必要な環境整備等に

係る経費 

 ・ＩＣＴを活用した情報システム利用 

 ・分析・調査の実施 

 ・設備の改修資材の導入の取組み 

交付決定の

日又は交付

決定前着手

承認の日か

ら3月31日

まで 

農業の専門学科を有する教育機

関、実需者と結びついた産地形

成に取組む農業者等の組織する

団体 

定額（ただし

農林水産部長

が別に定める

上 限 の 範 囲

内） 

事業費の 30%を超える増

減 

 

 

無 要 〔状況報告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了時 

〔状況報告〕 

1月 15日 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

（ただし、知事が別に定め

る概算払請求書をもって

代えることができるもの

とする） 



 

 

 

 

 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業

主体が異なる場合は

それぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

４ みどりの食料シ

ステム戦略地域支

援事業（みどりの

食料システム戦略

推進交付金） 

食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立

をイノベーションで実現する「みどりの食料シ

ステム戦略」を推進するにあたり、直ちに現場

での導入が可能な必要性の高い技術を用いた

取組みに要する経費 

 

 

交付決定の

日又は交付

決定前着手

承認の日か

ら事業完了

の日又は 3

月 31日まで 

   無 要 〔状況報告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了時 

〔状況報告〕 

1月 15日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

１ 有機農業拠点創出・拡大加速化事業 

  市町村主導の下、有機農業の生産から消費

まで一貫し、農業者のみならず、事業者や地

域内外の住民を巻き込んで推進するモデル

的先進地区を創出することを目的とし、この

ために地域における有機農業の取組方針や

生産、加工、流通、消費の拡大に資する事項

を定める計画（以下「有機農業実施計画」と

いう）の策定及びその実現に向けた取組み並

びに輸出などを視野に有機農業の拡大を加

速化させる取組みに要する経費 

（１） 有機農業実施計画の策定 

 （２） 有機農業実施計画の実現に向けた取

組の実践 

 （３）飛躍的な拡大産地の創出 

 

市町村、市町村が参

画する協議会 

定額 

（上限：(1),(3)1,000万

円、(2)800万円(2年目)、

600万円(3 年目)） 

また、（1）,(2)で消費地

との連携の取組みを実

施する場合の金額に 200

万円加算 

ただし、機械リース費に

係る経費のみ 2分の 1以

内 

 

１ 事業の新設又は廃止 

２ 事業費の 30%を超える

増又は国庫補助金等の

増 

３ 事業費又は国庫補助

金等の 30％を超える減 

４ （１）～（３）の経費

の相互間における 30%を

超える経費配分の増減 

（ただし、知事が別に定

める概算払請求書をもっ

て代えることができるも

のとする。） 



 

 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業

主体が異なる場合は

それぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

４ みどりの食料

システム戦略地

域支援事業（み

どりの食料シス

テム戦略推進交

付金） 

２-１ 有機転換推進事業（転換支援事業） 

  新たに有機農業への転換等を実施する

農業者に対して、有機種苗の購入や土づく

り、病害虫が発生しにくいほ場環境の整備

といった有機農業の生産を開始するにあ

たり必要な経費 

 

 

 

 

4 月 1 日から

事業完了の日

又は 3月 31日

まで 

【補助事業者】 

市町村 

 

【事業主体】 

農業者、農業者の組

織する団体 

市町村 

定額（２万円/10a 以内） 

 

 

１ 事業の新設又は廃止 

２ 事業実施主体の変更 

３ 事業費の 30%を超える

増又は国庫補助金等の

増 

４ 事業費又は国庫補助

金等の 30％を超える減 

有 

（第9条第 2

項第 3号該

当） 

否 〔状況報告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了時 

〔状況報告〕 

1月 15日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

２-２ 有機転換推進事業（転換支援円滑化

事業） 

２-１の支援を希望する農業者に対して

行う、補助金の交付、実績報告及び実施状

況の確認並びに指導の事務に必要な経費 

 

交付決定の日

又は交付決定

前着手承認の

日から事業完

了の日又は 3

月 31日まで 

市町村 定額 無 要 

（ただし、知事が別に定

める概算払請求書をもっ

て代えることができるも

のとする。） 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業

主体が異なる場合は

それぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

４ みどりの食料

システム戦略地

域支援事業（み

どりの食料シス

テム戦略推進交

付金） 

３ グリーンな栽培体系加速化事業 

  化学農薬・化学肥料の使用量低減、有機

農業の取組面積の拡大、農業における温室

効果ガスの削減に資する環境にやさしい

栽培技術、気象変動に対応する技術と、先

端技術等を組み合わせた「グリーンな栽培

体系」への転換に要する経費 

 （１）検討会の開催 

 （２）グリーンな栽培体系の検証 

 （３）グリーンな栽培マニュアルの作成 

 （４）産地戦略の策定 

 （５）情報発信 

 （６）消費者理解の醸成の取組 

（７）グリーンな栽培体系への転換に向け

たスマート農業機械等の導入 

  

交付決定の日

又は交付決定

前着手承認の

日から事業完

了の日又は 3

月 31日まで 

協議会、市町村、農

業協同組合 

（１）～（６）定額（上限

300万円/地区、うち（６）

は上限 30 万円） 

ただし、以下の①又は②の

場合は上限 360 万円/地区

とする。 

①有機農業の取組面積の

拡大に資する技術 

②以下の環境負荷軽減の

取組みに複数取り組む場

合 

・化学農薬の使用量の低

減に資する技術 

・化学肥料の使用量の低

減に資する技術 

・温室効果ガスの削減に

資する技術 

・気象変動適応技術 

 

（７）２分の１以内（上限：

1,000 万円） 

スマート農業技術の活用

に関する法律に基づき、生

産方式革新実施計画の認

定を受けている又は事業

実施年度内に認定を受け

ることが確実な場合、（１）

～（５）に上限 100 万円/

地区を追加する。 

１ 事業の新設又は廃止 

２ 事業費の 30%を超える

増又は国庫補助金等の

増 

３ 事業費又は国庫補助

金等の 30％を超える減 

４ （1）～（6）と（7）の

経費の相互間における

30％を超える増減 

無 要 〔状況報告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了時 

〔状況報告〕 

1月 15日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

（ただし、知事が別に定

める概算払請求書をもっ

て代えることができるも

のとする。） 



 

 

 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業

主体が異なる場合は

それぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

４ みどりの食料

システム戦略地

域支援事業（み

どりの食料シス

テム戦略推進交

付金） 

４ 省エネルギー型ハウス転換事業 

  Ａ重油等の化石燃料を利用した加温方

法に依存している施設園芸におい て、収

量・品質等の生産性を低下させず、加温に

係る化石燃料の使用量や温室効果ガ スの

排出量が低減可能な栽培体系（以下「省エ

ネルギー型ハウス」という。）への転換 に

向けた取組に要する経費 

 （１）地域エネルギーの賦存量調査及び 

賦存量マップの作成 

 （２）省エネルギー型ハウスへの転換に向 

けた取組 

   ア,検討会の開催 

   イ,省エネルギー型ハウスへの転換に 

向けた実証 

   ウ,省エネルギー型ハウスへの転換に 

向けた農業機械等の導入等 

   エ,環境影響評価の実施 

   オ,横展開の取組 

 

※（２）を実施する場合、ア,イ,エ,オの取

組は必須。 

 

 

 

 

 

交付決定の日

又は交付決定

前着手承認の

日から事業完

了の日又は 3

月 31日まで 

農業者等及び都道府

県等を含む協議会、

都道府県、市町村、

農業協同組合 

定額 

ただし、（２）ウにかかる費

用は 2 分の１以内 

１ 事業の新設又は廃止 

２ 事業費の 30%を超える

増又は国庫補助金等の

増 

３ 事業費又は国庫補助

金等の 30％を超える減 

４ （１）～（２）の経費

の相互間における 30%を

超える経費増減 

無 要 〔状況報告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了時 

〔状況報告〕 

1月 15日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

（ただし、知事が別に定

める概算払請求書をもっ

て代えることができるも

のとする。） 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業

主体が異なる場合は

それぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

４ みどりの食料

システム戦略地

域支援事業（み

どりの食料シス

テム戦略推進交

付金） 

５―１ バイオマスの地産地消（推進事業） 

エネルギーの調達における環境負荷低

減を推進するため、地域のバイオマスを活

用したエネルギー地産地消の実現に向け

たバイオマスプラント等の調査・設計、メ

タン発酵後の副産物であるバイオ液肥の

地域内利用に向けたバイオ液肥散布車等

の導入やバイオ液肥等の散布実証に要す

る経費 

 （１）事業化の推進 

 （２）効果促進対策 

（３）バイオ液肥散布車等の導入 

 （４）メタン発酵バイオ液肥等の利用促進 

 

交付決定の日

又は交付決定

前着手承認の

日から事業完

了の日又は 3

月 31日まで 

市町村、民間団体等 

 

（１）,（３）２分の１以内 

（２）,（４）定額 

ただし、（１）、（２）、（４）

の上限は 500 万円。 

１ 事業の新設又は廃止 

２ 事業費の 30%を超える

増又は国庫補助金等の

増 

３ 事業費又は国庫補助

金等の 30％を超える減 

４ （１）～（４）の経費

の相互間における 30％

を超える増減 

無 要 〔状況報告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了時 

〔状況報告〕 

1月 15日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

５－２バイオマスの地産地消（整備事業） 

  エネルギーの調達における環境負荷低

減を推進するため、家畜排せつ物、食品廃

棄物、農作物残渣等の地域資源を活用し、

売電に留まることなく、農林漁業関連施設

へのエネルギーの供給、地域レジリエンス

強化を含めた、エネルギー地産地消の実現

に向けた施設整備に要する経費 

 （１）バイオマスを活用した農業生産基盤

強化対策（生産基盤強化モデル） 

 （２）地域資源循環の高度化 

 （３）バイオマス新技術活用モデルの構築 

２分の１以内 １ 事業の新設又は廃止 

２ 事業実施場所の変更 

３ 事業費の 30%を超える

増又は国庫補助金等の

増 

４ 事業費又は国庫補助

金等の 30％を超える減 

５ （１）～（３）の経費

の相互間における 30％

を超える増減 

（ただし、知事が別に定

める概算払請求書をもっ

て代えることができるも

のとする。） 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業

主体が異なる場合は

それぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

４ みどりの食料

システム戦略地

域支援事業（み

どりの食料シス

テム戦略推進交

付金） 

６ みどりの事業活動を支える体制整備（環

境負荷低減事業活動） 

環境と調和のとれた食料システムの確

立のための環境負荷低減事業活動の促進

等に関する法律第 19 条第１項に規定する

環境負荷低減事業活動実施計画（みどり計

画）又は法第 21 条第１項に規定する特定

環境負荷低減事業活動実施計画（特定計

画）の認定を受けた農林漁業者（みどり認

定者）が、環境負荷低減事業活動を定着さ

せ、又は拡大させるために必要となる機

械・施設の導入又は整備に要する経費 

（１）機械導入事業 

（２）整備事業 

 

交付決定の日

又は交付決定

前着手承認の

日から事業完

了の日又は 3

月 31日まで 

特定計画の認定を受

けている者、みどり

計画の認定を受けて

いる又は令和７年度

末までに認定を受け

ることが確実な者で

あって、「グリーン化

に向けた新たな環境

直接支払交付金の設

計のための緊急調査

事業に協力する者 

 

２分の１以内（上限：（１）

200万円、（２）1,000万円） 

ただし、複数名で１つの特

定計画又はみどり計画の

認定を受け、共同利用する

機械・施設の導入を行う場

合は、（１）人数に応じ 200

万円を乗じた額（上限：

1,000 万円） 

（２）人数に応じ 1,000万

円を乗じた額 

 

１ 事業の新設又は廃止 

２ 事業費の 30%を超える

増又は国庫補助金等の 

増 

３ 事業費又は国庫補助

金等の 30％を超える減 

４ （１）～（２）の経費

の相互間における 30％

を超える増減 

５ 事業実施場所の変更 

無 要 〔状況報告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了時 

〔状況報告〕 

1月 15日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

（ただし、知事が別に定

める概算払請求書をもっ

て代えることができるも

のとする。） 



 

 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業

主体が異なる場合は

それぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

４ みどりの食料

システム戦略地

域支援事業（み

どりの食料シス

テム戦略推進交

付金） 

７ 地域循環型エネルギーシステム構築（化

学技術振興事業） 

地域の再生エネルギー資源を活用した

地域循環型エネルギーシステムの構築の

ための営農型太陽光発電や次世代型太陽

電池（ペロブスカイト）のモデル的取組及

び未利用資源（稲わら、もみ殻、竹、廃菌

床等）のエネルギー利用を促進する取組

に要する経費 

（１）営農型太陽光発電のモデル的取組

支援 

①推進会議の開催 

②課題解決に向けた調査等 

③営農型太陽光発電設備の導入 

※原則として、①②の取組みは必ず行う

ものとするが、前年度に当事業において

同様の取組みを実施していた場合、③の

取組みのみであっても実施可能。 

（２）未利用資源等のエネルギー利⽤促進

への対策調査支援 

①バイオ燃料等製造に係る資源作物の

栽培実証 

②未利用資源の混合利用促進実証調査 

（３）次世代型太陽電池（ペロブスカイト）

のモデル的取組支援 

①推進会議の開催 

②課題解決に向けた調査等 

  ③次世代型太陽電池の導入 

交付決定の日

又は交付決定

前着手承認の

日から事業完

了の日又は 3

月 31日まで 

（１）協議会（農業

者、発電事業者及び

都道府県・市町村・

農業委員会又は地域

の農業者の組織する

団体（農事組合法人

等）が必須構成員） 

（２）地方公共団体

又は民間団体等 

（３）協議会（農林

漁業者、次世代型太

陽電池の知見を有す

るもの及び都道府

県・市町村・農業委

員会又は地域の農林

水産業者の組織する

団体（農事組合法人

等）が必須構成員） 

（１）①②：定額（上限 200

万円、ただし市町村が策定

する農林漁業循環経済先

導計画を作成している又

は事業実施年度末までに

作成が見込まれる場合、上

限 1,000万円） 

（１）③2 分の 1（上限 800

万円） 

（２）定額（（２）①のみ上

限 500 万円） 

（３）①②定額（機械の賃

借に係る経費は 2 分の 1） 

（３）③2分の 1 

１ 事業の新設又は廃止 

２ 事業費の 30%を超える

増又は国庫補助金等の

増 

３ 事業費又は国庫補助

金等の 30％を超える減 

４ 経費の相互間におけ

る 30％を超える増減 

無 要 〔状況報告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了時 

〔状況報告〕 

1月 15日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

（ただし、知事が別に定

める概算払請求書をもっ

て代えることができるも

のとする。） 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業

主体が異なる場合は

それぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

４ みどりの食料

システム戦略地

域支援事業（み

どりの食料シス

テム戦略推進交

付金） 

８ 農業生産におけるプラスチック排出抑 

制対策事業 

農業由来の廃プラスチックの資源循環

と排出抑制の好循環を生み出すためのモ

デル地域を形成することを目的とし、都道

府県・市町村協議会等が行う、農業由来の

廃プラスチックの新たなリサイクル技術

や回収システムの実証等の取組を支援す

るとともに、これと併せて行う農業由来の

廃プラスチックの排出抑制のための普及

啓発及び紙マルチ、生分解性マルチ等の排

出抑制に資する資材への転換の取組に資

する経費 

（１）推進会議の開催 

（２）課題解決に向けた実証等 

  ア,新たなリサイクル技術の実証 

  イ,回収システムの実証 

  ウ,排出抑制に資する資材への転換 

  エ,排出抑制のための普及啓発 

 

（１）及び（２）ア又はイの取組は必須。 

交付決定の日

又は交付決定

前着手承認の

日から事業完

了の日又は 3

月 31日まで 

都道府県または農業

由来の廃プラスチッ

ク処理に係る都道府

県協議会、市町村又

は農業由来の廃プラ

スチック処理に関わ

る市町村協議会、農

業協同組合、農業協

同組合連合会又は民

間事業者が農業由来

の廃プラスチック処

理を目的に構成する

協議会 

定額（上限：（２）ア 800万

円、（２）イ 150 万円、（２）

ウ又はエ 300 万円） 

 

１ 事業の新設又は廃止 

２ 事業費の 30%を超える

増又は国庫補助金等の

増 

３ 事業費又は国庫補助

金等の 30％を超える減 

４ 経費の相互間におけ

る 30％を超える増減 

５ 事業実施場所の変更 

無 要 〔状況報告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了時 

〔状況報告〕 

1月 15日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

（ただし、知事が別に定

める概算払請求書をもっ

て代えることができるも

のとする。） 



 

 

 

 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業主体が異な

る場合はそれぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

５ くまもと土づく

り展開事業（産地

生産基盤パワーア

ップ事業全国的な

土づくりの展開） 

 

土づくりの展開を図るため、堆肥、土壌改良

資材及び緑肥等（以下「堆肥等」という。）を実

証的に活用するための経費 

 

１ 土壌分析に必要な検体採取費用、分析費及

び分析委託費 

２ 堆肥等の購入費、運搬費、保管費及び散布

費 

３ 堆肥等の実証的な活用に必要な調査及び

指導経費 

交付決定の

日又は交付

決定前着手

承認の日か

ら３月３１

日まで 

【補助事業者】 

市町村、熊本県経済農業協同組

合連合会等 

【事業主体】 

農業者の組織する団体、農業者、

民間事業者等 

定額（ただし、

10ａ当たり 30

千円（ペレッ

ト堆肥を実証

的に活用する

場合は 10ａ当

たり 35 千円）

を上限）、リー

ス導入する農

業機械のリー

ス物件購入価

格の 1/2 以内

を加算する。 

１ 事業主体の変更 

２ 施行箇所又は設置

場所の変更 

３ 事業の中止又は廃

止 

４ 事業費の 30％を超

える増又は国庫補助

金等の増 

５ 事業費又は国庫補

助金等の 30％を超え

る減 

無 

 

要 

 

 

 

 

 

 

 

〔中間報告〕 

 12月 31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了時 

 

〔中間報告〕 

 １月 15 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

（ただし、知事が別に定め

る概算払請求書をもって

代えることができるもの

とする） 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業主体が異な

る場合はそれぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

６ スマート農業導

入拡大支援事業 

 

スマート農業機械の利用体験事業 

スマート農業技術の活用を促進するため、農

業者等がスマート農業機械等をリース・レンタ

ルし、スマート農業の利便性を体験するために

必要な経費 

 

 

 

 

交付決定の

日又は交付

決定前着手

承認の日か

ら事業完了

の日又は 3

月 31 日ま

で 

農業法人、農業者の組織する団

体（構成員３戸以上）、農業協同

組合、市町村等 

 

 

 

 

定額（上限 300

千円） 

 

 

 

 

１ 事業主体の変   

 更 

２ 事業内容取組の新

設又は廃止 

３ 事業費の 30％を超

える増又は補助金の

増 

４ 事業費又は補助金

の 30％を超える減 

 

無 要 〔実績報告〕 

事業完了時 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事

業主体が異なる

場合はそれぞれ

表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

７ スマート農業・

農業支援サービ

ス事業導入総合

サポート緊急対

策事業（スマート

農業・農業支援サ

ービス事業加速

化 総 合 対 策 事

業）（R7経済対策） 

サービスの提供範囲が概ね県域の農業

支援サービス事業体等が行う以下の取組

みに要する経費 

１ 立上げ・事業拡大の取組 

サービス事業の新規立上げ又は既存の

サービス事業の拡大等に取り組む場合に

必要な以下の取組に要する経費 

(1)サービス事業の新たな産地等における

ニーズ調査の実施 

(2)サービス事業の企画・検討に当たって

必要な機械のレンタル・改修、データ収

集・分析等の実施 

(3)サービス事業を企画・運営する専門人

材の育成 

(4)サービス事業の普及に資するデモ実

演、情報発信等の実施 

(5)サービス事業の提供期間等の拡大に資

する産地の生産方式の転換及びこれに

関連する流通販売体系の転換に関する

技術実証等の実施 

(6)本事業の実施に係る検討会の開催 

 

２ スマート農業機械等の導入 

サービス事業の提供に必要となるスマ

ート農業機械等の導入に要する経費 

交付決定の日

又は交付決定

前着手承認の

日から事業完

了の日又は 3

月 31日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 農業支援サー

ビス事業者等 

※農業支援サービ

ス事業体は必須 

 

２ 農業支援サー

ビス事業者  

 

１ 定額（上限 1,500 万円、ただ

し、事業実施主体が、スマート

農業技術の活用の促進に関す

る法律（令和６年法律第 63号。

以下「スマート農業技術活用

促進法」という。）に基づき認

定された生産方式革新実施計

画において促進事業者として

位置づけられており、かつ本

事業の取組内容が当該計画の

内容と合致している場合：

3,000 万円） 

 

２ 2 分の 1 以内 

（上限 1,500 万円、ただし、ス

マート農業機械を導入する場

合：3,000 万円、事業実施主体

がスマート農業技術活用促進

法に基づき認定された生産方

式革新実施計画において促進

事業者として位置づけられて

おり、かつ本事業の取組内容

が当該計画の内容と合致して

いる場合：5,000万円） 

１ 事業内容取組の新

設又は廃止 

２ 事業費の 30％を超

える増又は国庫補助

金等の増 

３ 事業費又は国庫補

助金等の 30％を超え

る減 

 

無 要 〔中間報告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了時 

〔中間報告〕 

1月 15日 

 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

（ただし、知事が別に定め

る概算払請求書をもって

代えることができるもの

とする） 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業主体

が異なる場合はそれぞ

れ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

８ スマート農業・

農業支援サービ

ス事業導入総合

サポート緊急対

策事業（スマート

技術体系への包

括的転換加速化

総合対策事業）

（R7 経済対策） 

県域で事業を実施する取組主体が労働生産

性の高い農業構造への転換に向けて、スマート

農業技術を活用し、農業機械の導入とその導入

効果を高める栽培体系への抜本的な転換等を

行う産地の取組に要する経費 

 

1 事業費 

(1) 産地が策定する産地スマート計画に参加す

る農業者等による農業機械の導入等 

(2) １の農業機械の導入等に係る以下の関連経

費 

① 人材育成に要する研修費・免許取得費、

ソフトウェア・データ通信・データ利

用等に係る契約料、導入機械に係る保

険料等、機械オペレータ育成や機械の

効率的な利用に必要な経費 

② 畔取りや畔の緩傾斜化等の簡易ほ場整

備や改植等、機械の導入効果を高める

栽培体系に転換するために必要な経費 

交付決定の日

又は交付決定

前着手承認の

日から事業完

了の日又は 3

月 31日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補助事業者】 

市町村、農業の生産性の向

上のためのスマート農業

技術の活用の促進に関す

る法律（令和 6年法律第 63

号）第８条第３項に規定す

る認定生産方式革新事業

者 

 

【事業主体】 

農業者の組織する団体、農

業者、民間事業者等 

 

(1)：2分の 1以内 

(2)①：定額（上限 1,500

万円） 

(2)②：2 分の 1 以内 

 

【事業主体への間接補

助の場合】 

補助事業者：10 分の 10

以内 

ただし、事業主体に係

る補助対象経費の補助

率及び補助額(上記の補

助率及び補助額と同じ)

を限度とする 

１ 事業主体の変更 

２ 事業の新設、中止

又は廃止 

３ 事業費の 30％を

超える増又は国庫

補助金等の増 

４ 事業費又は国庫

補助金等の 30％を

超える減 

５ １事業費から２

推進事務費への経

費の増 

無 要 〔中間報告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了時 

〔中間報告〕 

1月 15日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3 月 31 日

のいずれか早

い日 

２ 推進事務費 

 地域協議会が１の経費に係る事業の実施に

関し、事業実施計画の承認及び事業の推進に必

要な事務並びに指導監督、調査検討等を行うの

に要する経費 

【補助事業者】 

市町村 

【事業主体】 

地域協議会 

定額（事業費の 10％以

内） 

【事業主体への間接補

助の場合】 

補助事業者：10 分の 10

以内 

ただし、事業主体に係

る補助対象経費の補助

率(上記の補助率と同

じ)を限度とする 

（ただし、知事が別に定め

る概算払請求書をもって

代えることができるもの

とする） 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業

主体が異なる場合は

それぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

９ みどりの食料シ

ステム戦略緊急支

援事業（R7 経済対

策） 

 食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両

立をイノベーションで実現する「みどりの食料

システム戦略」を推進するにあたり、直ちに現

場での導入が可能な必要性の高い技術を用い

た取組みに要する経費 

交付決定の

日又は交付

決定前着手

承認の日か

ら事業完了

の日又は 3

月 31日まで 

   無 要 〔状況報告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了時 

〔状況報告〕 

1月 15日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

１ 有機農業拠点創出・拡大加速化事業 

  市町村主導の下、有機農業の生産から消費

まで一貫し、農業者のみならず、事業者や地

域内外の住民を巻き込んで推進するモデル

的先進地区を創出することを目的とし、この

ために地域における有機農業の取組方針や

生産及び加工、流通、消費の拡大に資する事

項を定める計画（以下「有機農業実施計画」

という。）の策定及びその実現に向けた取組

み並びに輸出などを視野に有機農業の拡大

を加速化させる取組みに要する経費 

（１） 有機農業実施計画の策定 

 （２） 有機農業実施計画の実現に向けた取

組の実践 

 （３）飛躍的な拡大産地の創出 

 

 

 

 

 

 

 

市町村又は市町村が

参画する協議会 

定額 

（上限：(1),(3)1,000

万円、(2) 800 万円(2

年目) 

また、（1）,(2)で消費地

との連携の取組みを実

施する場合上記の金額

に 200 万円加算 

ただし、機械リース費に

係る経費のみ 2分の 1以

内 

 

１ 事業の新設又は廃止 

２ 事業費の 30％を超え

る増又は国庫補助金等

の増 

３ 事業費又は国庫補助

金等の 30％を超える減 

４ （１）～（３）の経費

の相互間における 30%を

超える経費配分の増減 

（ただし、知事が別に定

める概算払請求書をもっ

て代えることができるも

のとする。） 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業

主体が異なる場合は

それぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

９ みどりの食料

システム戦略緊

急支援事業（R7

経済対策） 

２-１ 有機転換推進事業（転換支援事業） 

  国際水準の有機農業に新たに取り組も

うとする農業者に対し、種苗や肥料とい 

った生産資材の切替え等に係る転換初年

度の農地における掛かり増し経費を支援 

する。 

 

 

 

 

令和 8 年 1 月

8 日（みどりの

食料システム

戦略緊急対策

交付金交付等

要綱改正日）

から事業完了

の日又は 3 月

31 日まで 

【補助事業者】 

市町村 

 

【事業主体】 

農業者、農業者の組

織する団体 

 

定額（２万円/10a 以内） 

 

 

１ 事業の新設又は廃止 

２ 事業費の 30%を超える

増減 

有 

（第9条第 2

項第 3号該

当） 

否 〔状況報告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了時 

〔状況報告〕 

1月 15日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

２-２ 有機転換推進事業（転換支援円滑化

事業） 

２-１の支援を希望する農業者に対して

行う、補助金の交付、実績報告及び実施状

況の確認並びに指導の事務に必要な経費 

 

交付決定の日

又は交付決定

前着手承認の

日から事業完

了の日又は 3

月 31日まで 

市町村 定額 

（上限：2-1 で申請のあっ

た額の 1割以内） 

無 要 

（ただし、知事が別に定

める概算払請求書をもっ

て代えることができるも

のとする。） 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業

主体が異なる場合は

それぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

９ みどりの食料

システム戦略緊

急支援事業（R7

経済対策） 

３ グリーンな栽培体系加速化事業 

  化学農薬・化学肥料の使用量低減、有機

農業の取組面積の拡大、農業における温室

効果ガスの削減に資する環境にやさしい

栽培技術、気象変動に対応する技術と、先

端技術等を組み合わせた「グリーンな栽培

体系」への転換に要する経費 

 （１）検討会の開催 

 （２）グリーンな栽培体系の検証 

 （３）グリーンな栽培マニュアルの作成 

 （４）産地戦略の策定 

 （５）情報発信 

 （６）消費者理解の醸成 

（７）グリーンな栽培体系への転換に向け

たスマート農業機械等の導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付決定の日

又は交付決定

前着手承認の

日から事業完

了の日又は 3

月 31日まで 

協議会、市町村、農

業協同組合 

（１）～（６）定額（上限

300万円/地区、うち（６）

は上限 30 万円（継続事業

に限る）） 

ただし、以下の①又は②の

場合は上限 360 万円/地区

とする。 

①有機農業の取組面積拡

大に資する技術 

②以下の環境負荷軽減の

取組みに複数取り組む

場合 

・化学農薬の使用量の低

減に資する技術 

・化学肥料の使用量の低

減に資する技術 

・温室効果ガスの削減 

・気象変動適応技術 

（７）２分の１以内（上限

1,000 万円） 

スマート農業技術の活用

に関する法律に基づき、生

産方式革新実施計画の認

定を受けている又は事業

実施年度内に受けること

が確実な場合、(1)～(6)の

上限額に 100 万円追加す

る。 

１ 事業の新設又は廃止 

２ 事業費の 30％を超え

る増又は国庫補助金等

の増 

３ 事業費又は国庫補助

金等の 30％を超える減 

４ （１）～（６）と（７）

の経費の相互間におけ

る 30％を超える増減 

無 要 〔状況報告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了時 

〔状況報告〕 

1月 15日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

（ただし、知事が別に定

める概算払請求書をもっ

て代えることができるも

のとする。） 



 

 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業

主体が異なる場合は

それぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

９ みどりの食料

システム戦略緊

急支援事業（R7

経済対策） 

４ 省エネルギー型ハウス転換事業 

  Ａ重油等の化石燃料を利用した加温方

法に依存している施設園芸におい て、収

量・品質等の生産性を低下させず、加温に

係る化石燃料の使用量や温室効果ガ スの

排出量が低減可能な栽培体系（以下「省エ

ネルギー型ハウス」という。）への転換 に

向けた取組に要する経費 

 （１）地域エネルギーの賦存量調査及び 

賦存量マップの作成 

 （２）省エネルギー型ハウスへの転換に向 

けた取組 

   ア,検討会の開催 

   イ,省エネルギー型ハウスへの転換に 

向けた実証 

   ウ,省エネルギー型ハウスへの転換に 

向けた農業機械等の導入等 

   エ,環境影響評価の実施 

   オ,横展開の取組 

 

※（２）を実施する場合、ア,イ,エ,オの取

組は必須。 

 

 

 

 

 

交付決定の日

又は交付決定

前着手承認の

日から事業完

了の日又は 3

月 31日まで 

農業者等及び都道府

県等を含む協議会、

都道府県、市町村、

農業協同組合 

定額（上限：（１）1,500万

円、（２）2,500 万円、うち

（２）ウ 2,000 万円、（２）

エ 500 万円） 

ただし、（２）ウにかかる

費用は 2分の１以内 

１ 事業の新設又は廃止 

２ 事業費の 30%を超える

増減 

３ （１）～（２）の経費

の相互間における 30%を

超える経費増減 

無 要 〔状況報告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了時 

〔状況報告〕 

1月 15日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

（ただし、知事が別に定

める概算払請求書をもっ

て代えることができるも

のとする。） 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業

主体が異なる場合は

それぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

９ みどりの食料

システム戦略緊

急支援事業（R7

経済対策） 

５―１ バイオマスの地産地消（推進事業） 

エネルギーの調達における環境負荷低

減を推進するため、地域のバイオマスを活

用したエネルギー地産地消の実現に向け

たバイオマスプラント等の調査・設計、メ

タン発酵後の副産物であるバイオ液肥の

地域内利用に向けたバイオ液肥散布車等

の導入やバイオ液肥等の散布実証に要す

る経費 

 （１）事業化の推進 

 （２）効果促進対策 

 （３）バイオ液肥散布車等の導入 

 （４）メタン発酵バイオ液肥等の利用促進 

 

交付決定の日

又は交付決定

前着手承認の

日から事業完

了の日又は 3

月 31日まで 

地方公共団体、民間

団体等 

 

（１）２分の１以内（上限

500万円） 

（２）定額(上限 500万円) 

（３）２分の１以内 

（４）定額（上限 500万円） 

１ 事業の新設又は廃止 

２ 事業費の 30%を超える

増減 

３ （１）～（４）の経費

の相互間における 30％

を超える増減 

無 要 〔状況報告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了時 

〔状況報告〕 

1月 15日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

５－２ バイオマスの地産地消（整備事業） 

  エネルギーの調達における環境負荷低

減を推進するため、家畜排せつ物、食品廃

棄物、農作物残渣等の地域資源を活用し、

売電に留まることなく、農林漁業関連施設

へのエネルギーの供給、地域レジリエンス

強化を含めた、エネルギー地産地消の実現

に向けた施設整備に要する経費 

 （１）バイオマスを活用した農業生産基盤

強化対策（生産基盤強化モデル） 

 （２）地域資源循環の高度化 

 （３）バイオマス新技術活用モデル構築 

（スマート技術モデル） 

２分の１以内 

（上限：（３）5,000万円） 

１ 事業の新設又は廃止 

２ 事業実施場所の変更 

３ 事業費の 30%を超える

増減 

４ （１）～（３）の経費

の相互間における 30％

を超える増減 

（ただし、知事が別に定

める概算払請求書をもっ

て代えることができるも

のとする。） 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業

主体が異なる場合は

それぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

９ みどりの食料

システム戦略緊

急支援事業（R7

経済対策） 

６ みどりの事業活動を支える体制整備（環

境負荷低減事業活動） 

環境と調和のとれた食料システムの確

立のための環境負荷低減事業活動の促進

等に関する法律第 19 条第１項に規定する

環境負荷低減事業活動実施計画（みどり計

画）又は法第 21 条第１項に規定する特定

環境負荷低減事業活動実施計画（特定計

画）の認定を受けた農林漁業者（みどり認

定者）が、環境負荷低減事業活動を定着さ

せ、又は拡大させるために必要となる機

械・施設の導入又は整備に要する経費 

（１）機械導入事業（推進事業） 

（２）施設整備事業（整備事業） 

 

交付決定の日

又は交付決定

前着手承認の

日から事業完

了の日又は 3

月 31日まで 

〇初めて認定を受け

た特定計画認定者 

〇初めて認定を受け

たみどり計画認定者

のうち、以下のア、

イを満たすもの 

ア 有機農業面積 

・稲：4ha 

・麦・大豆・雑穀：

2ha 

・いも類、露地野菜：

1ha 

・茶：1ha 

・果樹：0,5ha 

・施設園芸：0.5ha 

イ 市町村域を超え

て他の産地や有機農

業者と連携し、有機

農産物の共同出荷や

共同販売を行い、安

定供給や物流の効率

化に取組む目標を設

定する。 

〇初めて認定を受け

た特定計画におい

て、関連措置事業者

に位置付けられた事

業者 

２分の１以内（上限：（１）

200万円、（２）1,000万円） 

ただし、総事業費が 100万

円以上のものに限る。 

また、複数名で１つの特定

計画又はみどり計画の認

定を受け、共同利用する機

械・施設の導入を行う場合

は、 

（１）人数に応じ 200 万円

を乗じた額（上限：1,000万

円） 

（２）人数に応じ 1,000万

円を乗じた額（上限：2,000

万円） 

 

１ 事業の新設又は廃止 

２ 事業実施場所の変更 

３ 事業費の 30%を超える

増減 

４ （１）～（２）の経費

の相互間における 30％

を超える増減 

 

無 要 〔状況報告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了時 

〔状況報告〕 

1月 15日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

（ただし、知事が別に定

める概算払請求書をもっ

て代えることができるも

のとする。） 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業

主体が異なる場合は

それぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

９ みどりの食料

システム戦略緊

急支援事業（R7

経済対策） 

７―１ 地域循環型エネルギーシステム構 

築（化学技術振興事業） 

地域の再生エネルギー資源を活用した

地域循環型エネルギーシステムの構築の

ための農林漁業を核とした循環経済先導

地域づくり、営農型太陽光発電や次世代型

太陽電池（ペロブスカイト）のモデル的取

組み及び未利用資源（稲わら、もみ殻、竹、

廃菌床等）のエネルギー利用を促進する取

組み等に要する経費 

 

（１）農林漁業を核とした循環経済先導地

域づくり 

   ア 推進会議の開催 

   イ 課題解決に向けた調査・地域人材

育成・栽培実証等 

   ウ 営農型太陽光発電設備の導入 

  

（２）未利用資源等のエネルギー利用促進

への対策調査 

   ア バイオ燃料等製造に係る資源作

物の栽培実証 

   イ 未利用資源の混合利用促進 

 

（３）次世代型太陽電池（ペロブスカイト）

のモデル的取組支援 

  ア 推進会議の開催 

  イ 課題か行けるに向けた調査等 

  ウ 次世代型太陽電池の導入 

交付決定の日

又は交付決定

前着手承認の

日から事業完

了の日又は 3

月 31日まで 

（１）協議会（農林

漁業者、発電事業者、

都道府県・市町村・

農業委員会又は、農

林漁業者の組織する

団体が必須構成員） 

（２）地域公共団体、

民間団体等 

（３）協議会（農林

漁業者、次世代型太

陽電池の知見を有す

る者、都道府県・市

町村・農業委員会ま

たは地域の農林漁業

者の組織する団体が

必須構成員） 

 

（１）ア及びイ：定額（上

限 200 万円、ただし市町村

が策定する農林漁業循環

経済先導計画の作成して

いる、または令和８年度末

までの作成が見込まれる

場合、上限 1,000 万円） 

（１）ウ：2 分の１以内（上

限 800 万円） 

（２）定額（（２）アのみ上

限 500 万円） 

（３）ア及びイ：定額（機

械の賃借に係る経費 2 分

の１以内） 

（３）ウ：２分の１以内 

（３）の上限は合計で

1,700 万円 

１ 事業の新設又は廃止 

２ 事業費の 30%を超える

増減 

３ 経費の相互間におけ

る 30％を超える増減 

 

無 要 〔状況報告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了時 

〔状況報告〕 

1月 15日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

（ただし、知事が別に定

める概算払請求書をもっ

て代えることができるも

のとする。） 



 

 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業

主体が異なる場合は

それぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

９ みどりの食料

システム戦略緊

急支援事業（R7

経済対策） 

７―２ 地域循環型エネルギーシステム構 

築（整備事業） 

地域の再生エネルギー資源を活用した

地域循環型エネルギーシステムの構築の

ため市町村が策定する農林漁業を核とし

た地域資源・再生可能エネルギーの循環利

用を加速化させる包括的な計画（農林漁業

循環経済先導計画）に基づき行う施設整備

等に要する経費 

 

（１）再生可能エネルギー設備を効率的に 

運用するために必要な施設、附帯施設 

等の導入 

 （２）営農型太陽光発電設備の導入 

交付決定の日

又は交付決定

前着手承認の

日から事業完

了の日又は 3

月 31日まで 

協議会、地域公共団

体又は民間団体等 

２分の１以内 

 

１ 事業の新設又は廃止 

２ 事業費の 30%を超える

増減 

３ 経費の相互間におけ

る 30％を超える増減 

４ 事業実施場所の変更 

無 要 〔状況報告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了時 

〔状況報告〕 

1月 15日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

（ただし、知事が別に定

める概算払請求書をもっ

て代えることができるも

のとする。） 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業

主体が異なる場合は

それぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

９ みどりの食料

システム戦略緊

急支援事業（R7

経済対策） 

８ 農業生産におけるプラスチック排出抑 

制対策事業 

農業由来の廃プラスチックの資源循環

と排出抑制の好循環を生み出すためのモ

デル地域を形成することを目的とし、都道

府県・市町村協議会等が行う、農業由来の

廃プラスチックの新たなリサイクル技術

や回収システムの実証等の取組を支援す

るとともに、これと併せて行う農業由来の

廃プラスチックの排出抑制のための普及

啓発及び紙マルチ、生分解性マルチ等の排

出抑制に資する資材への転換の取組に資

する経費 

（１）推進会議の開催 

（２）課題解決に向けた実証等 

   ア,新たなリサイクル技術の実証 

   イ,回収システムの実証 

   ウ,排出抑制に資する資材への転換 

   エ,排出抑制のための普及啓発 

 

（１）及び（２）ア又はイの取組は必須。 

交付決定の日

又は交付決定

前着手承認の

日から事業完

了の日又は 3

月 31日まで 

都道府県または農業

由来の廃プラスチッ

ク処理に係る都道府

県協議会、市町村又

は農業由来の廃プラ

スチック処理に関わ

る市町村協議会、農

業協同組合、農業協

同組合連合会又は民

間事業者が農業由来

の廃プラスチック処

理を目的に構成する

協議会 

定額（上限：（２）ア 800万

円、（２）イ 150 万円、（２）

ウ又はエ 300 万円） 

 

１ 事業の新設又は廃止 

２ 事業費の 30%を超える

増減 

３ 経費の相互間におけ

る 30％を超える増減 

４ 事業実施場所の変更 

無 要 〔状況報告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了時 

〔状況報告〕 

1月 15日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

（ただし、知事が別に定

める概算払請求書をもっ

て代えることができるも

のとする。） 



 

課名 事 業 名 補助対象経費 
補助対象 

期間 

補助事業者等 

（補助事業者と事業

主体が異なる場合は

それぞれ表示） 

補 助 率 

又は 

補助金額 

計 画 変 更 申 請 要 件 

交付決定前 

着手承認の 

適用除外の 

有無 

事業計画

承認申請

の要否 

事業遂行状況報告 

及び実績報告 

報告時点 報告期限 

農 

業 

技 

術 

課 

９ みどりの食料

システム戦略緊

急支援事業（R7

経済対策） 

９ 先進的有機農業拡大促進事業 

有機農業の更なる面的拡大を促進する

ため、スマート農業技術等の導入による地

域の実情に応じた生産性向上や、有機農産

物の保管や加工のための設備導入等を通

じた販路の確保等の取組に資する経費 

（１）スマート農機技術等を活用した有機

農業の拡大 

ア スマート農業技術に関する機械等

の導入 

  

イ 有機農業の拡大に向けた取組 

  （ア） 資材導入、植栽、ほ場整備及び設 

    備設置 

（イ） その他有機農業の拡大に必要な 

取組 

※アの取組は必須 

 

（２）有機農業拡大支援 

※（１）の取組は必須。 

交付決定の日

又は交付決定

前着手承認の

日から事業完

了の日又は 3

月 31日まで 

 

（１） 

【補助事業者】 

市町村、市町村を構

成員とする協議会 

 

【事業主体】 

農業者、農業者の組

織する団体、農業者

を構成員とする協議

会 

 

（２） 

市町村、市町村を構

成員とする協議会 

（１）ア 1/2以内、 

（１）イ（ア） 1/2以内、

（１）イ（イ） 定額 

（（１）上限 5,000 万円、

うち（１）イ（ア）及び（イ）

で上限 400 万円） 

 

【事業主体への間接補助

の場合】 

・補助事業者：10 分の 10

以内 

 ただし、事業主体に係る

対象経費の補助率を限度

とする。 

 

（２）定額（上限：800万

円） 

１ 事業の新設又は廃止 

２ 事業主体の変更 

３ 事業費の 30%を超える

増減 

４ 経費の相互間におけ

る 30％を超える増減 

５ 事業実施場所の変更 

 

無 要 〔状況報告〕 

12 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了時 

〔状況報告〕 

1月 15日 

 

 

 

 

 

 

〔実績報告〕 

事業完了の日

から 1 か月を

経過した日又

は 3月 31日の

いずれか早い

日 

（ただし、知事が別に定

める概算払請求書をもっ

て代えることができるも

のとする。） 


